
第９期計画の実績報告（令和６年度分）【主な実施内容】

‐1/6‐

 
基本理念 基本目標 重点施策 施策・事業の内容 令和６年度の主な実施内容
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１.健康で生きがいのあ

る暮らしの推進

（１）健康づくりと生活習慣病予防の推進 ①健康相談・健康教育の実施　②口腔機能向上教室を「お口元気アップ教室」として開催

 
（２）自立支援、介護予防・重度化防止の推進 ①市リハビリ職による訪問指導　②介護予防教室の実施　③介護予防リーダー養成講座の開催

 
（３）一般介護予防事業の推進 ①介護予防教室等の実施　②シニア活動応援交付金等　③多職種連携元気サポート会議等

 
（４）生きがい支援の充実、社会参加・参画の推進 ①シニアクラブ活動の支援　②稲ふれあいセンターの活性化　③通いの場の情報集約

 

安
心
な
暮
ら
し
の
実
現

２.地域包括ケアシステ

ムの推進

（１）地域共生社会と地域包括ケアシステムの関係性
「我が事・丸ごと」の地域共生社会の推進（地域の困りごとの総合相談窓口の設置、支え合いの地域

づくりの推進）

 （２）地域包括支援センターの機能・体制強化と地域

ケア会議の推進

①市直営 1か所(中西部)、委託型 4か所(西部、北部・西南、中東部、東部)の地域包括支援センター

を設置・運営　②地域ケア会議の開催

 
（３）総合事業の推進

①訪問型サービス（専門型・緩和型・短期集中型）の実施　②通所型サービス（専門型・緩和型・短

期集中型）の実施

 
（４）生活支援体制整備の推進

①14 校区に「ささえあいステーション」を設置。ささえあいステーション職員による「顔の見える総

合相談・支援事業」の実施。　②生活支援サポーターの養成研修受講者への補助

 
（５）在宅医療と介護の連携強化

①医療マップ・みのお認知症相談マップの作成　②在宅医療連携推進事業運営委員会の開催　③在宅

医療コーディネーターの配置　④多職種連携研修会の開催

 
（６）権利擁護の推進

①成年後見相談対応（市・包括）　②虐待相談対応（市・包括）　③成年後見市長申立、成年後見人

等に係る報酬助成　④成年後見制度利用支援

 

３.認知症高齢者支援策

の充実

（１）認知症への理解を深めるための普及啓発の推進
①認知症予防に関する講座の開催　②認知症予防自主グループ活動の支援　③認知症予防リーダー

養成講座の開催

 
（２）認知症の早期発見・早期対応の推進

①「みのお認知症ガイドブック」（認知症ケアパス）の作成　②市内各地でタブレット等による認知

機能測定の実施　③認知症初期集中支援事業の実施

 （３）認知症高齢者の地域における見守り・支援体制

の強化

①SOS ネット、otta の利用促進　②認知症サポーター養成講座の開催　③認知症カフェやコミュニテ

ィカフェの支援

 

４.介護サービスの質の

確保・向上と適正・円滑

な運営

（１）介護サービスの提供と基盤の充実
①看護小規模多機能型居宅介護の実施事業者の公募実施 

②認知症対応型共同生活介護の実施事業者の公募実施

 
（２）介護サービスの質の確保・向上 介護サービス事業者に対する情報提供等の実施、適正に指導監査を実施

 
（３）包括的な相談支援体制等の充実 ①14 校区に「ささえあいステーション」を設置　②利用者・家族への相談対応・情報提供

 
（４）介護保険事業の適正かつ円滑な運営

①ケアプラン点検　②軽度者福祉用具利用者のケアプラン点検　③医療情報との突合　④縦覧点検

⑤給付実績の確認

 

５.安全・安心のまちづ

くりの推進

（１）福祉のまちづくりの推進
高齢者が社会参加・外出しやすいまちづくりを推進（オレンジゆずるバスやオレンジゆずるタクシー

の利用促進）

 
（２）高齢者の住環境の整備 ①高齢者・家族からの住まいに関する問い合わせに対して情報提供　②住宅改修の訪問指導

 
（３）災害や感染症対策に係る高齢者支援体制の確立

①避難行動要支援者名簿等の作成　②個別避難計画の作成支援　③介護サービス事業者の情報連携

訓練の実施



現状と課題 第９期における主な取組 目標（事業内容・指標等） 実施内容
自己
評価

課題と対応策

１
（１）健康づくりと
生活習慣病予防
の推進

・疾病や介護状態に陥る要因として生活
習慣病が大きく関わっていることから、生
活習慣病予防やコントロールに向けた健
康づくりの支援や啓発活動を行う必要が
ある。

・国が進める「高齢者の保健事業と介護予
防の一体的な実施」をふまえ、市医療職に
よる健康相談・健康教育を実施
・健診受診率の向上や保健指導に努め、生
活習慣の改善を促進

●医療職による健康相談・健康教育の実
施

●医療職（理学療法士、保健師、歯科衛生
士）が地域の通いの場を利用して、健康
相談・健康教育を実施した。
●健康相談：74回
●健康教育：255回

○

「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」事業にあわせて、通
いの場において健康教育等を行った。
今後も引き続き、地域の通いの場などで健康づくりや介護予防の取
組を啓発する。

１
（２）自立支援、介
護予防・重度化防
止の推進

・高齢者が自立した日常生活を送ることを
めざし、多様な生活支援の充実、社会参加
と地域における支え合い体制づくりを進
め、対象者像に応じて介護予防や重度化
防止に向けた取組をする必要がある。

・市リハビリ職による訪問指導
・介護予防活動のリーダー養成
・介護予防教室等の参加促進

●市リハビリ職による訪問指導
　R6～R8：各年300回
●介護予防活動のリーダー養成
　R6～R8：各年40人
●介護予防教室参加者数
　R6～R8：各年延べ2,930人

●市リハビリ職による生活動作指導、運
動指導
　147回
●介護予防リーダーの養成人数
　6人
●介護予防教室への参加者数
　延べ2,018人

△

・訪問指導は人員配置により休止した時期があったため、実施件数は
目標を下回った。事業を安定して継続できるよう体制を整える必要
がある。
・介護予防リーダー養成講座は養成者数が減少しており、今後は地域
のニーズに併せた開催方法を検討する。
・介護予防教室については、高齢者が自身の健康状態を把握して介
護予防活動へ参加する機会を提供した。

★ １
（３）一般介護予
防事業の推進

・高齢者が自ら介護予防の大切さに気づ
き、自分に合った介護予防活動を見つけ、
継続してもらうことが重要。
・新たな活動の場所や活動のきっかけの
創出を検討する必要がある。

　次の4事業の実施を推進する

・介護予防普及啓発事業
　シニア塾、体力測定、健康相談実施
　介護予防に関するパンフレット、チラシ
配布

・地域介護予防活動支援事業
　シニア活動応援交付金によるサークル活
動支援
　ボランティア等の養成研修
　健康運動指導者等派遣
　街かどデイハウスの運営補助

・一般介護予防事業評価事業

・地域リハビリテーション活動支援事業
　市リハビリテーション専門職の支援

●介護予防普及啓発事業
　・体力測定参加者数
　　R6～R8：各年延べ360人
●地域介護予防活動支援事業
　・シニア活動応援交付金
　　R6～R8：各年35件
　・出前講座（グループ立ち上げ支援）
　　R6～R8：各年50回
　・運動トレーナーによるシニア向け
　  体操指導
　　R6～R8：各年延べ5,000人
●一般介護予防評価事業
　・R6～R8：介護サービス評価専門員会
議での実績報告
●地域リハビリテーション事業
　・多職種連携元気サポート会議
　　R6～R8：各年4回

●介護予防普及啓発事業
　・体力測定参加者 延べ342人
●地域介護予防活動支援事業
　・シニア活動応援交付金
　　18件（立ち上げ4件、活性化14件）
　・出前講座　29回
　・運動トレーナーによるシニア向け
　　体操指導参加者 　延べ17,212人
●一般介護予防評価事業
　・1回（介護サービス評価専門員会議で
の実績報告）
●地域リハビリテーション事業
　・多職種連携元気サポート会議　4回

◎

・介護予防普及啓発事業
　高齢者が自身の健康状態に気が付く機会を設け、普及啓発を実施
できていた。今後は新規参加者を募る取組を検討する。
・地域介護予防活動支援事業
　シニア活動応援交付金により、グループの立ち上げやイベント開催
を支援した。また、市医療職が出前講座として地域での介護予防活動
を支援し、サークルや自主グループの活動を強化した。
　運動トレーナーによる体操指導は定期的に運動を行える通いの場
として多くの高齢者が参加している。一方で会場の広さに対して参
加者が過剰となっている会場もあり、今後、対応策の検討が必要であ
る。
・一般介護予防評価事業
　引き続き一般介護予防事業の実施状況について検証・評価を実施
し、事業の見直しを行っていく。
・地域リハビリテーション事業
　多職種連携元気サポート会議は予定通り開催できており、リハビリ
職の専門性を活かした助言等を行えた。会議以外でも、市リハビリ職
が地域包括支援センターや居宅介護支援事業所と連携しながら、専
門性を活かした助言等を行う。

１
（４）生きがい支
援の充実、社会参
加・参画の促進

・高齢者の学習意欲や社会参加意欲を高
めることは、介護予防や閉じこもり予防、
健康づくりに役立ち、いきいきとした豊か
な日常生活へとつながることから、生きが
いづくりや交流・活動拠点の運営支援が
必要。

・生涯学習・スポーツの振興
・シニアクラブ活動の支援
・高齢者の交流・活動拠点（通いの場）の運
営支援、周知

●稲ふれあいセンターの利用者数の増（高
齢者の社会参加の促進）
　R6～R8：前年度比　増
●通いの場の数の充実
　R6～R8：通いの場の充実（数・内容等）

●稲ふれあいセンター利用者
　延べ46,193人（前年度比127人減）
●高齢者の交流・活動拠点（通いの場）
　122箇所（前年度比48箇所減）

×

・稲ふれあいセンターの利用者数については、コロナ禍以前の利用者
数まで戻っておらず、昨年度の利用者数から微減している。
・高齢者が各地域で体操や趣味活動等を行う通いの場については、
関係団体等との連携により情報集約を進める必要がある。
・引き続き、稲ふれあいセンターを活用いただくための取組等を進め
ていく。

第９期介護保険事業計画 令和６年度実績重
点
施
策

施策・事業
の内容

【自己評価の仕方】※国の自己評価方法のとおり

・数値目標があるものは、達成率（◎：80％以上、〇：60～79％、△：30～59％、✕：29％以下）

・数値目標を設定していない場合は、「◎達成できた、〇概ね達成できた、△達成はやや不十分、✕全く達成できなかった」
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現状と課題 第９期における主な取組 目標（事業内容・指標等） 実施内容
自己
評価

課題と対応策

第９期介護保険事業計画 令和６年度実績重
点
施
策

施策・事業
の内容

２
（１）地域共生社会
と地域包括ケアシ
ステムの関係性

・地域共生社会の実現に向けて、分野・対
象者別に進められてきた支援（地域包括
ケアシステム）の理念を普遍化し、すべて
の住民を対象とした支え合いの地域づく
りを進めることが必要。

・地域の困りごとの総合相談窓口の設置 ●地域住民の困りごとを幅広くを受け止
め、相談者の課題を整理し、適切な支援機
関へのつなぎ等を実施
●地域の中で困っている住民の問題を我
が事と受け止める意識の醸成

●年齢や属性を問わず相談を受け止め、
適切な支援機関につなぐ総合相談窓口
機能をもつ「ささえあいステーション」を
全14校区に設置

○

分野をまたぐ複雑化・複合化した課題を抱える個人や世帯が増加し
ている。ささえあいステーションの職員が相談を受け止め、適切な専
門機関につなぐことで気軽に身近に相談できる体制の充実を図ると
ともに、支援機関の専門職が参加する校区担当者会議の開催などに
より、各支援機関との情報共有及び連携強化を行う。

２

（２）地域包括支
援センターの機
能・体制強化と地
域ケア会議の推
進

・高齢者が介護が必要になっても住み慣
れた地域で安心して生活できるよう、地域
包括ケアシステムを推進・充実するため、
地域包括支援センターを中核とする関係
機関の連携を強化し、地域のネットワーク
づくりをさらに進める必要がある。

・地域包括支援センターの適切な運営及び
評価並びに体制の強化
・地域包括支援センター職員の人材育成
・介護に取り組む家族等への支援の充実
・地域ケア会議の充実に向けた内容や機
能の明確化

●包括センター設置数と配置人数
　R6：5か所（20人）　R7：5か所（20人）
　R8：5か所（21人）
●市直営包括センターは基幹型及び機能
強化型の機能を担う
●箕面市介護サービス評価専門員会議で
の評価点検
●介護保険サービス利用や介護と仕事の
両立に関する相談対応
●人材育成のための研修計画の作成（毎
年度当初に各センターへ明示）
包括センター職員向け研修開催
　R6～R8：各年3回
●地域ケア個別会議の開催
　R6：年30回　R7：年35回
　R8：年40回
●地域ケアレビュー会議の開催
　R6～R8：各年3回

●市直営1か所（中西部）と委託型4か所
（西部、北部・西南、中東部、東部）の
合計5か所の包括センターの設置・運営
●各包括センターに3職種4人を配置
●包括センターの相談・対応件数
29，420件（内、介護と仕事の両立相談
316件）　
●箕面市介護サービス評価専門員会議
での評価点検　2回
●包括センター職員向け研修開催
　包括センター新人研修　1回
　虐待対応研修　１回
　弁護士による法律相談研修　2回
●地域ケア会議開催　計59回
　・地域ケア個別会議　41回
　・地域ケアレビュー会議　3回
　・自立支援型個別会議　11回　
　・多職種連携元気サポート会議　4回

◎

・高齢者を含む世帯全体への支援を必要とする、複合的な課題を抱え
る相談が増加している。増大するニーズに対応するために、専門職の
確保、体制の整備を図るとともに、地域のさまざまな相談支援窓口と
の連携強化により相談支援体制の充実を図っていく必要がある。
・介護予防支援の指定対象拡大に伴い、市と包括センターによるケア
プラン検証を通して介護予防支援を実施するとともに、指定介護予
防支援事業所数の増加に向けてより一層周知を図る。
・高齢者等の生活課題が多様化・複雑化する中で、介護に携わる家族
の介護離職等に関する相談などにも応じ、適切に対応できるよう、研
修の機会を確保し、包括センター職員のスキルアップに努めていく。

２
（３）総合事業の
推進

・在宅生活を支える介護サービスの充実
が求められている。
・引き続き、高齢者のニーズに応えられる
よう総合事業の推進を行うとともに、平成
27年度（2015年度）の本市総合事業の
開始から10年を迎えるにあたり、これま
での事業の評価・分析を行い利用者や事
業者のニーズをふまえた見直しを適切に
図る必要がある。

・地域包括支援センターやケアマネジャー
が中心にリハビリ専門職やサービス事業
者など多職種が関わる自立支援型個別会
議を開催し、利用者や家族の意向も踏ま
え、自立に向けた目標を共有し、適切な
サービス利用による自立支援を推進す
る。
・総合事業サービスについて、これまでの
事業の評価・分析を実施したうえで、利用
者や事業者のニーズをふまえた見直しの
検討を行う。

介護予防・生活支援サービス
●訪問型サービス
　R6：延べ5,628人　R7：延べ5,736人
　R8：延べ5,856人
●通所型サービス
　R6：延べ9,228人　R7：延べ10,584
人　
　R8：延べ12,204人

介護予防・生活支援サービス
●訪問型サービス
　R6：延べ5,701人
●通所型サービス
　R6：延べ8,536人

◎

・通所型サービスについては、利用延人数は前年度より増加している
が、計画値は下回っている。
・今後も多職種が関与し、目標を共有しながら、適切なサービス利用
による自立支援を推進していく必要がある。
・また、ケアマネ連絡会や地域包括支援センターとの意見交換会の場
などで自立支援の考え方や市の方針を継続して伝えていく。

２
（４）生活支援体
制整備の推進

・多様化する生活課題を抱える人や世帯
のニーズを把握し、地域住民による支え合
い体制の構築・充実を行う必要がある。
・生活支援サポーター養成研修の受講者
が少なく、総合事業の訪問型サービスの
担い手を増やす必要がある。

・全14校区に日常生活圏域生活支援コー
ディネーターを配置
・協議体の開催
・総合事業の訪問型サービスの担い手の
確保

●生活支援コーディネーターの配置
　第1層：R6～R8 各年1人
　第2層：R6～R8 各年7人
●生活支援コーディネーターが主催する
協議体の開催
　第1層：R6～R8　年1回
　第2層：R6～R8　小学校区ごとに年1回
●生活支援サポーター養成者数
　R6～R8：各年20人

●生活支援サポーター養成研修開催
　2回、10人、累計135人
●全校区（14校区）に「ささえあいステー
ション」を設置。「顔の見える総合相談・支
援事業」を実施
　・総合相談受付　438件
　・地域アセスメントの実施　638か所
　・ささえあい推進会議の開催
　　14回（全校区）
  ・新たな取組支援　新規34件

○

・市全体を対象とする第1層協議体を開催し、見守りをテーマとして
民生委員や関係機関と協議を行った。今後、見守りの具体策につい
て検討を進めていく。
・ささえあいステーション職員の働きかけなどにより、各小学校校区
の実情に合わせ、さまざまな活動や取組が展開されているが、さらな
る事業展開に向けて住民や関係機関とともに地域づくりについて検
討する必要がある。
・生活援助を行う生活支援サポーター養成研修の受講者の伸び悩み、
さらには事業実施事業者が少ないことから、研修の開催方法につい
て検討する必要がある。

★ ２
（５）在宅医療と
介護の連携強化

・高齢化人口の増加に伴う医療需要の変
化、在宅療養者の増加、在宅診療医の確
保に向けた取組の検討、退院時の医療機
関から在宅への切れ目ない医療と介護の
連携強化に取組む必要がある。
・終末期における看取りの考え方につい
て、医療関係者、本人、家族が話し合いの
場を設けることが望ましく、ＡＣＰ（アドバ
ンス・ケア・プランニング、人生会議）の普
及・啓発に取り組む必要がある。

・在宅医療・介護連携推進事業の推進
・在宅医療コーディネーターの配置と関係
機関との連携
・在宅療養等についての情報発信
・医療計画との整合性
・かかりつけ医の普及

●医療・介護資源の把握
　R6～R8：医療マップ、高齢福祉サービ
スの案内冊子の作成
●在宅医療・介護連携の課題の抽出
●切れ目のない在宅医療と介護の提供体
制の構築推進
●在宅医療コーディネーターの配置
　R6～R8：各年1人
●市民公開講座の開催
　R6～R8：各年1回
●医療・介護関係者の情報共有の支援
●多職種連携研修会の開催
　R6～R8：年3回

●「医療マップ」「みのお認知症相談マッ
プ」の改訂作成、在宅医療ハンドブック別
冊の作成（医師会）
●「在宅医療連携推進事業運営委員会」
開催
　6回（医師会）
●在宅医療コーディネーター1名配置
●市民公開講座開催　1回
●ACP（アドバンス・ケア・プランニング、
　人生会議）　の普及啓発講座開催
　2回、51人
●「主治医・介護支援専門員等の情報交
換票」の活用
●多職種連携研修会開催　3回

◎

・ACP（アドバンス・ケア・プランニング、人生会議）という言葉自体が
市民に十分に浸透していないことが明らかになった。引き続き、
ACPの概念を広く周知するために広報活動を継続する。
・在宅医療・介護連携に関する相談支援の充実や情報共有に加え、医
療関係者と介護関係者の顔の見える関係づくりを推進する役割を担
う「在宅医療コーディネーター」を配置した。今後は、箕面市立病院主
催の「病院ネットワーク（箕面）懇話会」及び「箕面市立病院・近隣介護
施設連絡会」への参加を通して、近隣病院や近隣介護施設との連携
を一層強化していく。
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現状と課題 第９期における主な取組 目標（事業内容・指標等） 実施内容
自己
評価

課題と対応策

第９期介護保険事業計画 令和６年度実績重
点
施
策

施策・事業
の内容

２
（６）権利擁護の
推進

・高齢者数の増加に伴う高齢者虐待事案
件数も増加しており、高齢者虐待につい
て、広く市民や地域関係者、介護サービス
事業者等の理解を推進することにより、早
期の気づきと相談を進めることが重要で
ある。
・認知症高齢者の増加等により、権利擁護
の取組の充実が求められている。
・成年後見制度については、制度内容・利
用方法の周知啓発を強化する必要があ
る。

・高齢者虐待防止策の推進
・権利擁護を推進する各種制度の活用
・成年後見制度利用支援事業
・成年後見市長申立て

●市民や地域、事業者等への虐待の定義
を周知し、虐待の早期発見と相談を推進
●虐待防止研修会の開催
　R6～R8：各年2回
●高齢者虐待を重点的に取り組む体制整
備の検討と評価
●成年後見制度の利用支援
　・市長申立件数
　　R6～R8：各年5件
　・成年後見申立費用助成
　　R6～R8：各年5件
　・後見人等報酬助成件数
　　R6～R8：各年15件

●包括センターによる成年後見相談対応
件数　
　 延べ８0８件
●包括センターによる虐待相談対応件数
　 延べ1,003件
●虐待対応件数　29件
●介護サービス関係者向け研修の
YouTube配信　1回
●虐待レビュー会議開催　3回
●虐待コアメンバー会議開催　29回
●成年後見制度利用支援事業　16件
●成年後見市長申立件数　1件

○

・高齢者虐待は年々複合的課題を含むケースが増加傾向であるため、
迅速かつ適切な対応が必要であることから、相談支援体制の充実を
めざして介護サービス関係者向けの研修開催に努める。
・高齢者虐待防止、消費者被害防止に関して市民に広く周知し、権利
擁護を推進する各種制度の利用について、サロンや地域のつどい等
で講習会を開催し、わかりやすい広報・啓発に努める。

３

（１）認知症への理
解を深めるため
の普及啓発の推
進

・子どもから高齢者まで、市民全体への認
知症の正しい知識と理解の啓発と、認知
症予防の重要性の普及・啓発を推進する
必要がある。

・認知症地域支援推進員が中心となり、認
知症の正しい知識を周知啓発
・認知機能低下者を対象とした「認知症予
防教室」を開催し、認知症予防の具体的理
解を深めるとともに、「認知症予防自主グ
ループ」の立ち上げを支援
・地域の通いの場等での認知症予防啓発
の役割を担う「認知症予防リーダー」を養
成し、地域の通いの場での活動を促進
・外出機会や身体能力の状態に応じた対
象別のアプローチを行い、認知症予防を
促進

●認知症地域支援推進員の配置　
　R6～R8：各年1人
●セミナー参加者数(脳の若返りコース)
　R6～R8：各年40人
●認知症サポーター養成者数
　R6～R8：各年800人
●認知症予防リーダー養成者数
　R6～R8：各年20人

●認知症地域支援推進員の配置　3人
●認知症に関する講座の開催
・認知症サポーター養成講座参加者数
　514人
・脳の若返りコース参加者数　49人
・シニア塾 認知症関連クラス参加者数
　49人
●認知症予防リーダー養成者数　8人
●認知症予防自主グループ数　3か所

○

・令和6年1月に施行された認知症基本法に基づき、認知症になって
も本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で、「社会とつ
ながりながら暮らし続けることができるまち」の実現に向けて、正し
い知識の普及啓発を推進する。
・新しい認知症観への転換に向けて、引き続き正しい認知症理解や普
及啓発を目的とした事業を行っていく。

★ ３
（２）認知症の早
期発見・早期対応
の推進

・認知症初期集中支援チームや認知症地
域支援推進員の配置によって、認知症の
かたの早期介入、家族等の早期支援、地域
との連携が着実に進んでおり、今後はケア
マネジャーなどの関係者との連携を、さら
に進めることが必要である。

・早期発見の推進
・早期対応の推進
・認知症初期集中支援チームによる積極
的な支援

●認知症の相談窓口(地域包括支援セン
ター)の周知強化
●「認知症安心ガイド」や「認知症ケアパ
ス」を積極的に活用し、適時･適切なサー
ビス利用を促進
●認知症早期発見のため、通いの場等で
のタブレットによる認知症セルフチェック
の活用の機会を拡充。
●認知症高齢者とその家族に対し、適切
かつ必要なサービスが受けられるよう相
談や受診勧奨を実施
　R6～R8：各年1チーム

●「みのお認知症ガイドブック」（認知症ケ
アパス）の作成
●包括センターにタブレットを設置し、認
知機能評価を実施
●通所系サービス事業所向けタブレット
貸出モデル事業　1事業所、10人
●タブレットによる認知機能測定会
　45か所、630人
●認知症初期集中支援
　194人（内、特別集中支援6人）

○

・みのお認知症ガイドブック（認知症の人とその家族への情報提供を
目的に、認知症の人の様態に合わせた適切な医療や介護等のサービ
スの流れを表した認知症ケアパス）を活用し、認知症に関する正しい
知識の普及啓発に努める。
・認知症への気付きを促すため、タブレットによるセルフチェックを拡
大していく必要があり、今後もタブレットの利用促進に向けて出前講
座やちらしの配布による周知に努める。

３
（３）認知症高齢
者の見守り・支援
体制の強化

・認知症高齢者数の増加により、行方不明
者や警察保護件数が増加しており、「みの
お行方不明者ＳＯＳネット」や「市民安全
メール」、見守りシステム「otta」の利用促
進をすること、また、認知症のかたへ適切
な接し方の理解を促進することで行方不
明になった際の「早期発見・保護」につな
げる必要がある。
・認知症のかたを支える地域づくりを推進
することが必要である。
・認知症のかたやその家族が地域で孤立
しないよう、気軽に集える居場所づくりが
必要である。

・認知症高齢者の安否確認等
・認知症サポーターの養成・活用
・認知症の人の交流場所の確保
・本人ミーティング等の開催
・家族介護者支援
・若年性認知症の人の支援
・認知症の人の権利擁護の推進

●ＳＯＳネット及び市民安全メールの周知
と登録勧奨の実施
●ottaの利用促進
●「認知症高齢者等への声かけ訓練」の開
催
●認知症カフェの実施
　R6：各年6か所、R7～R8：7か所
●チームオレンジメンバー養成人数　
　R6：年10人、R7：年20人、R8：30人
●認知症サポーターフォローアップ研修開
催　
　R6～R8：各年2回
●本人ミーティング等の実施
　R6～R7：各年1回、R8：年2回
●男性介護者のつどい開催
　R6～R8：各年12回

●ひとり歩き・行方不明対策
・警察保護されたかた(100人）へのＳＯＳ
ネット、ottaの利用促進
・ＳＯＳネット登録者数
　延べ266人（内、ＳＯＳネット配信数　7
人）
・otta利用者数　23人
・認知症高齢者等への声かけ体験開催　1
回
●認知症高齢者見守り体制
・認知症サポーター養成講座参加者数
　514人
・チームオレンジメンバー養成人数　9人
・認知症サポーターフォローアップ講座実
施数
　1回
・認知症キャラバンメイト養成講座参加者
数
　4人
●認知症カフェ　9か所
●男性介護者のつどい開催　12回
●認知症施策推進会議開催　1回

○

・認知症カフェの認知度が低いため、認知症があるかたもないかたも
一緒に参加できる地域の通いの場として、認知症カフェが広く認知
されるよう周知を継続する。
・認知症サポーターフォローアップ講座を開催し、ボランティア活動
（チームだいだいの育成）の促進に努めるとともに、ボランティアのモ
チベーションを低下させない取組や活動場所の拡大に向けて検討し
ていく必要がある。
・箕面市内の小・中・高校に向けて認知症サポーター養成講座の開催
案内を送るなど、若い世代に対して正しい知識の普及啓発を行うた
め、積極的に認知症サポーター養成講座が開催できるよう努める。
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現状と課題 第９期における主な取組 目標（事業内容・指標等） 実施内容
自己
評価

課題と対応策

第９期介護保険事業計画 令和６年度実績重
点
施
策

施策・事業
の内容

★ ４
（１）介護サービス
の提供と基盤の
充実

高齢者が一人ひとりの状態に応じた適切
な介護サービスを受けながら住み慣れた
地域で生活が継続できるよう、中長期的
な地域の人口動態や介護ニーズの見込み
等を勘案したうえで必要な介護サービス
基盤の整備を行う必要がある。

必要な介護サービス基盤の整備
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・広域型特別養護老人ホーム
・看護小規模多機能型居宅介護

●第9期期間中に整備予定
・認知症対応型共同生活介護36人
・広域型特養90床
・特定施設入居者生活介護30人
・看護小規模多機能型居宅介護29人

・R8の広域型特養の整備に向け、情報収
集等を行った。
・R7の特定施設入居者生活介護の整備
に向け、情報収集等を行った。
・看護小規模多機能型居宅介護、認知症
対応型共同生活介護の事業者公募を実
施（計2回）　応募なし

△

・特定施設入居者生活介護および広域型特養の施設公募に向け、公
募要件を整理するとともに、公募時期等検討や公募実施について法
人等への周知が必要。
・第９期計画において、看護小規模多機能型居宅介護の事業所及び
認知症対応型共同生活介護の事業所の整備を予定していることか
ら、再公募に向けた継続周知が必要。

４
（２）介護サービス
の質の確保・向上

住み慣れた地域で安心して生活できるよ
う、利用者の自立支援や尊厳の保持のた
めに、介護サービス事業者に対して、継続
して適切な指導・助言を行うとともに、介
護人材の確保および育成の支援を行う必
要がある。

●利用者の自立支援及び尊厳の保持を念
頭に、法令等に基づき、事業者に対して助
言・指導・監査に取り組む。
(指導監査対象となる事業者)
・指定地域密着型サービス
・指定地域密着型介護予防サービス
・指定介護予防支援事業者
・指定居宅サービス事業者
・指定居宅介護予防サービス事業者
・指定居宅介護支援事業者
・総合事業サービス
●福祉職に関するセミナーや就職相談会
の実施

●市町村の指導権限下にある事業者は、
適正に指導監査を実施
●各市内事業者連絡会に対し、情報提供
等の支援やサービスの質の向上に向けた
取組を連携し進めていく。
●福祉の授業の実施　年1回

・適正に指導監査を実施
・介護サービス事業者に対して、情報提供
等の支援を実施

○

・引き続き感染症への対応を含め、適正に指導監査を実施していく。
・介護サービス事業者に対し情報提供等の支援を実施し、連携して
サービスの質の向上を図っていく。
・福祉の授業は実施に至らなかったが、介護人材確保のため、関係機
関等と連携した福祉職に関するセミナー・就職相談会の開催や、市の
広報紙への特集記事掲載を行った。引き続き、潜在介護人材の発掘
や将来の介護人材の育成につなげる取組の検討・実施が必要。

４
（３）包括的な相
談支援体制等の
充実

高齢者やその家族が気軽に身近な場所で
相談できる体制の充実が必要。
ダブルケアや8050問題などの複雑化・
複合化した課題を抱える個人や世帯に適
切な支援につなげる包括的な体制づくり
が必要。

●地域共生社会の実現に向けて、重層的
支援体制整備事業を活用し、複雑化・複合
化した課題を抱える個人や世帯を包括的
に支援する体制整備に取り組む。
●包括センターやささえあいステーション
を中心とした相談体制の充実を図るとと
もに、介護保険制度に関する各種情報の
周知方法を工夫し、利用者や事業者に
とってわかりやすい情報提供に努める。

●令和6年度から包括的な支援体制の整
備に向けた重層的支援体制整備事業の本
格実施
●高齢者福祉サービスのご案内冊子の発
行、市ホームページへの掲載

●包括センターにおいて、相談者の属性
にかかわらず、地域住民からの相談を幅
広く受け止め、相談者の課題を整理し、
必要な情報提供等を実施
●ささえあいステーション職員による「ま
ちかど福祉相談」、「地域訪問」、「ささえ
あい推進会議の開催」などの取組による
包括的な相談支援、社会参加支援、地域
づくりなどを実施

○

重層的支援体制整備事業において、各支援関係機関の役割分担や協
働のあり方などについて考え方や進め方を共有しながら話し合い、
市全体の支援関係機関や地域の力を重ねることで、本市の実情に応
じた包括的な支援体制を整備していくことが重要。

４
（４）介護保険事
業の適正かつ円
滑な運営

　高齢者が可能な限り住み慣れた地域で
その有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるようにするためには、
介護保険事業が継続して運営していくこ
とが求められる。
　介護保険事業の持続可能な運営のため
には、限られた資源を効率的・効果的に活
用する必要があり、保険者として給付適正
化事業に取り組んでいく。

・ケアプラン点検
・福祉用具貸与に関する調査
・医療情報との突合
・縦覧点検
・給付費通知の送付
・給付実績の活用

●認定訪問調査等の点検　全件
●ケアプラン点検
　住宅型有料老人ホームの全件
　サービス付高齢者向け住宅の一部
●住宅改修の点検　全件
(うちリハビリ専門職による現地調査は申
請件数中35%以上/年)
●福祉用具貸与に関する調査
　申請件数中5％以上/年
●医療情報との突合
　12回以上/年
●縦覧点検
　12回以上/年

●認定訪問調査等の点検数　全件
　（審査件数4,942件）
●市内の居宅介護支援事業所に対しケア
プラン点検を行った。
　点検したケアプラン数45件
●住宅改修の点検
①点検件数 523件／申請件数 523件
②現地調査件数 182件／申請件数 
523件（34.8%／年）
●軽度者への福祉用具貸与利用者のケ
アプランの確認を行った。
　点検したケアプラン数　
　車いす貸与　48件
　特殊寝台等貸与　97件　
　（申請件数中5％）
●医療情報との突合
  確認回数　12回
●縦覧点検
　確認回数　12回
●給付実績の活用
　給付実績等の情報の中から下記のもの
を選定し確認を行った。
　①支給限度額一定割合超一覧表
　　(総括表) 12回
　②認定調査状況と利用サービス
　　不一致一覧表　12回
　③生活援助中心訪問介護サービス
　　利用者一覧表　12回
　④支給限度額一定割合超支援事業所
　　における対象サービス利用者一覧表　
　　12回

◎

・今後も引き続き適正な要介護認定の実施のため、必要に応じて認
定調査内容の確認および主治医への意見照会を行い、適正な要介護
認定を実施していく。
・今後も引き続き給付適正化事業に取り組んでいく。
・住宅改修について、リハビリ専門職による全件点検を実施できてお
り、現地調査も目標を達成できている。今後も引き続き、リハビリ専
門職が介入することで住宅改修を適切に実施できるような体制を整
えていく。
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現状と課題 第９期における主な取組 目標（事業内容・指標等） 実施内容
自己
評価

課題と対応策

第９期介護保険事業計画 令和６年度実績重
点
施
策

施策・事業
の内容

５
（１）福祉のまちづ
くりの推進

・高齢者のみならず誰もが安全・安心な福
祉のまちづくりを推進する必要がある。
・高齢者の閉じこもり・孤立化の防止、外
出・交流促進が必要。

・高齢者の閉じこもりを防止し、自立と社
会参加・交流を促進するため、オレンジゆ
ずるバスの利用を支援する。

●オレンジゆずるバスの利用（高齢者の閉
じこもり防止）
　R6～R8：65歳以上の利用者数
　各年延べ400,000人

●オレンジゆずるバス（65歳以上の延べ
利用者）
　R6：延べ382,902人

◎

・令和6年（2024年）3月の北大阪急行電鉄の延伸に伴う新駅開業
によりオレンジゆずるバスの運行ルートが再編された。
・令和6年度実績は、計画値には満たないが、前年度356,903人か
ら25,999人の増加となった。

★ ５
（２）高齢者の住
環境の整備

・高齢者が住み慣れた地域で生活できる
ように、高齢者を対象とした住まいの情報
収集・情報提供等の支援が必要。
・自宅に住み続けることの支援として、住
宅改修等に関する相談支援・情報提供、訪
問指導を継続する必要がある。

・居住支援法人や大阪府などの関係機関
と連携し、本市における居住支援協議会
のあり方を検討する。
・高齢者向けの住まいについて情報収集、
情報提供の支援を行う。
・住み慣れた自宅に住み続けられるように
住宅改修等に関する相談支援・情報提供、
訪問指導を行う。

●居住支援法人の支援等を実施
●高齢者向けの住まいについて、情報収
集・情報提供を実施
●住宅改修に関する相談支援、情報提供、
訪問指導を実施

●居住支援法人や大阪府等と情報共有・
意見交換を行い、居住支援の取組につい
て検討した。
●高齢者や家族からの住まいに関する問
い合わせに対して、情報提供を行い、必
要に応じて関係機関を案内。
●市リハビリ職による、住宅改修に関す
る訪問指導52件

◎

・引き続き市内の居住支援法人等と連携し、本市の居住支援協議会
のあり方について検討していく。
・高齢者向けの住まいに関する情報収集・情報提供を実施するととも
に、必要に応じて関係機関を案内していく。

５

（３）災害や感染
症対策に係る高
齢者支援体制の
確立

・近年の災害発生状況や感染症の流行を
ふまえ、非常時に備えた防災、感染症対策
が重要。
・関係機関・団体や民間事業者等と連携し
ながら、避難行動要支援者への支援を推
進していく必要がある。

・「要安否者確認名簿」、「避難行動要支援
者名簿」、「要継続支援者名簿」の更新・活
用、見直しを図る。
・「個別避難計画」の作成

●要継続支援者名簿の更新・見直し
●個別避難計画の作成
●全市一斉総合防災訓練に併せて介護
サービス事業者情報連携訓練を実施
年1回
●国・大阪府等からの情報を速やかに提
供する

●要継続支援者名簿の更新
●個別避難計画の作成支援の検討
●介護サービス事業者情報連携訓練を
実施
●国・大阪府等からの情報を随時提供す
る

○

・今後も引き続き、要継続支援者名簿を更新するとともに、避難行動
要支援者名簿及び個別避難計画などの整備と併せて、災害に備える
必要がある。
・災害への備えや感染症予防対策について、高齢者及び関係者への
周知を進める必要がある。
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令和６年度の実績報告について 

１．サービス基盤の整備状況 

①施設・居住系サービス（令和 7年 3月 31 日時点） 

※令和 6年度中増減なし 

 

 

種別

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

介
護
老
人
保
健
施
設

介
護
医
療
院

介
護
療
養
型
医
療
施
設

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

合
計

 
令
和
５
年
度
末
（
第
８
期
計
画
末
）
時
点
の
整
備
数
（
施
設
数
）

西部
箕面小学校 0 0 0 0 0 0

 西小学校 0 0 0 0 1 1

 
 北部・ 

西南

止々呂美小学校 1 0 0 0 0 1

 南小学校 0 0 0 0 1 1

 西南小学校 0 0 0 0 1 1

 

中西部

萱野小学校 0 1 0 0 0 1

 北小学校 0 0 0 0 0 0

 中小学校 1 0 0 0 1 2

 

中東部

萱野北小学校 0 0 0 0 0 0

 萱野東小学校 3 1 0 0 0 4

 豊川南小学校 0 0 0 0 2 2

 

東部

東小学校 0 0 0 0 1 1

 豊川北小学校 0 2 0 0 0 2

 彩都の丘小学校 0 0 0 0 0 0

 合計（所） 5 4 0 0 7 16

 定員（人） 380 370 0 0 407 1,157

 ↓

 第 9 期計画期間新規整備見込数（人） 90 0 0 0 30 120

 令和７年３月末時点の新規整備状況（人） 0 0 0 0 0 0
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②居宅サービス（令和 7年 3月 31 日時点） 

 

種別

居
宅
介
護
支
援 

（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）

訪
問
介
護 

（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
）

訪
問
看
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ

通
所
介
護 

（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）

通
所
リ
ハ
ビ
リ 

（
デ
イ
ケ
ア
）

短
期
入
所
生
活
介
護 

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

短
期
入
所
療
養
介
護 

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

 

令
和
５
年
度
末
（
第
８
期
計
画
末
）
時
点
の
整
備
数

西部
箕面小学校 6 8 1 0 2 0 0 0

 西小学校 5 6 4 0 3 0 0 0

 
 北部・ 

西南

止々呂美小学校 0 0 0 0 1 0 1 0

 南小学校 2 4 1 0 1 0 0 0

 西南小学校 3 5 0 0 3 0 0 0

 
中西

部

萱野小学校 2 3 1 1 2 0 0 1

 北小学校 3 4 3 0 1 1 0 0

 中小学校 7 11 1 0 5 1 2 0

 
中東

部

萱野北小学校 1 0 0 0 0 0 0 0

 萱野東小学校 9 7 6 1 4 0 3 1

 豊川南小学校 2 2 3 0 0 0 0 0

 

東部

東小学校 1 4 2 0 1 0 0 0

 豊川北小学校 3 4 1 1 2 0 0 2

 彩都の丘小学校 0 0 0 0 1 0 0 0

 合計（所） 44 58 23 3 26 2 6 4

 定員（人) - - - - 713 16 67 -

 

令
和
６
年
度
末
時
点
の
整
備
数

西部
箕面小学校 6 8 1 0 2 0 0 0

 西小学校 4 7 4 0 1 0 0 0

 
 北部・ 

西南

止々呂美小学校 0 0 0 0 1 0 1 0

 南小学校 2 3 1 0 1 0 0 0

 西南小学校 2 6 0 0 3 0 0 0

 
中西

部

萱野小学校 3 3 1 1 2 0 0 1

 北小学校 3 4 3 0 1 0 0 0

 中小学校 6 10 1 0 5 1 2 0

 
中東

部

萱野北小学校 1 0 0 0 0 0 0 0

 萱野東小学校 9 8 6 1 4 0 3 1

 豊川南小学校 2 2 3 0 0 1 0 0

 

東部

東小学校 1 3 3 0 1 0 0 0

 豊川北小学校 3 4 1 1 2 0 0 2

 彩都の丘小学校 0 0 0 0 1 0 0 0

 合計（所） 42 58 24 3 24 2 6 4

 定員（人) - - - - 714 54 67 -
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③地域密着型サービス（介護予防サービス含む） 

 

 

サービスの種類

令和５年度末 

（第８期計画末）の 

整備状況

第９期計画期間の 

整備方針

令和６年度末 

時点の整備状況

 

定期巡回・随時対

応型訪問介護看護
1か所 新規整備なし 1か所

 

夜間対応型訪問介

護
なし 新規整備なし なし

 

地域密着型通所介

護
15 か所

事業者参入動向を見極

めながら必要に応じて

整備

15 か所

 （介護予防）認知

症対応型通所介護

（認知症対応デイ

サービス）

3か所

事業者参入動向を見極

めながら必要に応じて

整備

3か所

 
（介護予防）小規

模多機能型居宅介

護

3か所 新規整備なし 3か所

 （介護予防）認知

症対応型共同生活

介護（グループホ

ーム）

9か所 

ユニット 

（135 人分）

市内全域を対象に2事業

所（定員 18 人）を募集

9か所 

ユニット 

（135 人分）

 地域密着型介護老

人福祉施設（小規

模特別養護老人ホ

ーム）

1か所 

（29 人分）
新規整備なし

1か所 

（29 人分）

 

看護小規模多機能

型居宅介護
なし

市内全域を対象に1事業

所(定員 29 人)を募集
なし
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２．サービスの給付実績  

①居宅サービス（介護給付費） 

 
 

●令和 6 年度居宅サービス（介護給付費）合計は前年度と比較して、約 4.6％増加してい

る（計画値の進捗率は 98.9％）。 

●前年度と比較して増加率の大きいサービスは、居宅療養管理指導（10.6％増）。 

 
 
 
 
 

令和4年度
計画値

令和4年度
実績値

進捗率
令和5年度
計画値

令和5年度
実績値

進捗率
令和6年度
計画値

令和6年度
実績値

進捗率

訪問介護

給付費 1,825,807,000円 1,882,559,504円 103.1% 1,907,273,000円 1,951,276,087円 102.3% 2,068,048,000円 2,059,271,355円 99.6%

回数 653,122回 680,742回 104.2% 683,682回 706,008回 103.3% 736,760回 750,248回 101.8%

人数 16,044人 16,609人 103.5% 17,052人 17,033人 99.9% 18,072人 17,711人 98.0%

訪問入浴介護

給付費 40,824,000円 43,408,292円 106.3% 41,753,000円 56,615,648円 135.6% 68,726,000円 56,681,813円 82.5%

回数 3,119回 3,307回 106.0% 3,190回 4,363回 136.8% 5,225回 4,345回 83.2%

人数 564人 715人 126.8% 576人 858人 149.0% 984人 832人 84.6%

訪問看護

給付費 488,709,000円 539,415,450円 110.4% 522,841,000円 592,980,439円 113.4% 623,142,000円 629,927,073円 101.1%

回数 109,966回 122,461回 111.4% 118,021回 133,436回 113.1% 138,281回 140,411回 101.5%

人数 10,788人 12,163人 112.7% 11,604人 13,185人 113.6% 13,416人 13,997人 104.3%

訪問リハビリテーション

給付費 52,266,000円 65,231,364円 124.8% 54,429,000円 67,268,768円 123.6% 80,727,000円 69,192,966円 85.7%

回数 17,045回 20,859回 122.4% 17,753回 21,397回 120.5% 25,505回 21,635回 84.8%

人数 1,452人 1,539人 106.0% 1,512人 1,666人 110.2% 1,872人 1,706人 91.1%

居宅療養管理指導

給付費 281,273,000円 272,567,968円 96.9% 301,053,000円 291,148,928円 96.7% 308,632,000円 322,084,785円 104.4%

人数 18,300人 17,697人 96.7% 19,596人 18,345人 93.6% 19,140人 19,591人 102.4%

通所介護

給付費 972,306,000円 806,793,316円 83.0% 1,000,095,000円 870,291,197円 87.0% 885,869,000円 900,069,633円 101.6%

回数 129,790回 106,383回 82.0% 133,830回 114,220回 85.3% 114,766回 116,180回 101.2%

人数 13,428人 11,101人 82.7% 13,848人 12,084人 87.3% 12,360人 12,497人 101.1%

通所リハビリテーション

給付費 266,603,000円 246,351,630円 92.4% 274,843,000円 280,780,277円 102.2% 289,219,000円 270,518,049円 93.5%

回数 28,326回 25,943回 91.6% 29,348回 29,450回 100.3% 30,053回 28,480回 94.8%

人数 3,732人 3,202人 85.8% 3,864人 3,711人 96.0% 3,804人 3,637人 95.6%

短期入所生活介護

給付費 245,941,000円 214,037,319円 87.0% 250,210,000円 189,353,896円 75.7% 199,451,000円 201,031,208円 100.8%

日数 26,399日 23,456日 88.9% 26,917日 20,420日 75.9% 21,138日 21,141日 100.0%

人数 3,048人 2,029人 66.6% 3,216人 2,016人 62.7% 2,076人 2,213人 106.6%

短期入所療養介護

給付費 61,764,000円 71,662,774円 116.0% 66,828,000円 72,005,555円 107.7% 81,134,000円 63,974,032円 78.8%

日数 5,327日 5,828日 109.4% 5,783日 5,758日 99.6% 6,394日 5,037日 78.8%

人数 804人 842人 104.7% 876人 931人 106.3% 1,032人 791人 76.6%

福祉用具貸与

給付費 305,416,000円 322,184,000円 105.5% 306,740,000円 335,245,701円 109.3% 345,196,000円 346,642,113円 100.4%

人数 22,536人 23,190人 102.9% 22,872人 23,676人 103.5% 24,480人 24,588人 100.4%

特定福祉用具購入

給付費 12,049,000円 12,945,171円 107.4% 12,411,000円 11,890,604円 95.8% 13,417,000円 12,046,797円 89.8%

人数 384人 400人 104.2% 396人 344人 86.9% 384人 349人 90.9%

住宅改修

給付費 20,994,000円 19,402,399円 92.4% 21,729,000円 21,098,100円 97.1% 25,043,000円 16,677,713円 66.6%

人数 288人 251人 87.2% 300人 260人 86.7% 312人 238人 76.3%

特定施設入居者生活介護

給付費 722,168,000円 692,386,882円 95.9% 751,314,000円 717,866,442円 95.5% 780,716,000円 765,951,324円 98.1%

人数 3,528人 3,315人 94.0% 3,672人 3,414人 93.0% 3,648人 3,570人 97.9%

居宅介護支援

給付費 527,093,000円 547,672,021円 103.9% 535,261,000円 560,718,516円 104.8% 590,992,000円 579,098,212円 98.0%

人数 33,240人 33,775人 101.6% 33,828人 34,807人 102.9% 36,276人 35,763人 98.6%

合計 5,823,213,000円 5,736,618,090円 98.5% 6,046,780,000円 6,018,540,158円 99.5% 6,360,312,000円 6,293,167,073円 98.9%
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②居宅サービス（介護予防給付費） 

 

 

●居宅サービス（介護予防給付費）合計は前年度と比較して、約 12.1％増加している（計

画値の進捗率は 103.3％）。 

●前年度と比較して増加率の大きいサービスは、介護予防通所リハビリテーション（20.0％

増）。 
 

 

令和4年度
計画値

令和4年度
実績値

進捗率
令和5年度
計画値

令和5年度
実績値

進捗率
令和6年度
計画値

令和6年度
実績値

進捗率

介護予防訪問入浴介護

給付費 440,000円 0円 0.0% 440,000円 0円 0.0% 0円 0円 -

回数 49回 0回 0.0% 49回 0回 0.0% 0回 0回 -

人数 12人 0人 0.0% 12人 0人 0.0% 0人 0人 -

介護予防訪問看護

給付費 70,848,000円 68,963,997円 97.3% 78,179,000円 81,126,795円 103.8% 84,410,000円 93,300,001円 110.5%

回数 20,242回 17,767回 87.8% 22,333回 20,029回 89.7% 20,351回 23,820回 117.0%

人数 2,184人 2,255人 103.3% 2,412人 2,735人 113.4% 2,904人 3,168人 109.1%

介護予防訪問リハビリテーション

給付費 7,546,000円 12,231,435円 162.1% 7,877,000円 10,221,872円 129.8% 9,251,000円 10,529,503円 113.8%

回数 2,398回 4,058回 169.3% 2,491回 3,423回 137.4% 3,084回 3,565回 115.6%

人数 180人 305人 169.4% 180人 299人 166.1% 264人 303人 114.8%

介護予防居宅療養管理指導

給付費 17,969,000円 15,357,775円 85.5% 18,775,000円 15,982,094円 85.1% 15,859,000円 17,743,110円 111.9%

人数 1,608人 1,330人 82.7% 1,680人 1,386人 82.5% 1,380人 1,649人 119.5%

介護予防通所リハビリテーション

給付費 25,642,000円 23,962,127円 93.4% 26,625,000円 21,163,408円 79.5% 24,453,000円 25,397,507円 103.9%

人数 708人 671人 94.8% 732人 579人 79.1% 672人 668人 99.4%

介護予防短期入所生活介護

給付費 2,178,000円 339,270円 15.6% 3,125,000円 1,227,804円 39.3% 3,838,000円 1,280,641円 33.4%

日数 409日 53日 13.0% 578日 171日 29.6% 522日 178日 34.1%

人数 84人 10人 11.9% 120人 39人 32.5% 72人 33人 45.8%

介護予防短期入所療養介護

給付費 0円 484,810円 - 0円 883,922円 - 394,000円 927,951円 -

日数 0日 41日 - 0日 94日 - 37日 86日 -

人数 0人 11人 - 0人 18人 - 12人 22人 -

介護予防福祉用具貸与

給付費 34,572,000円 37,486,155円 108.4% 36,951,000円 41,699,963円 112.9% 46,114,000円 49,065,925円 106.4%

人数 6,672人 6,563人 98.4% 7,128人 7,135人 100.1% 7,920人 7,942人 100.3%

特定介護予防福祉用具購入

給付費 4,094,000円 4,498,921円 109.9% 4,357,000円 4,361,906円 100.1% 5,195,000円 4,538,055円 87.4%

人数 180人 166人 92.2% 192人 138人 71.9% 168人 148人 88.1%

介護予防住宅改修

給付費 16,786,000円 18,990,886円 113.1% 17,653,000円 16,164,575円 91.6% 20,818,000円 15,392,118円 73.9%

人数 228人 223人 97.8% 240人 193人 80.4% 228人 201人 88.2%

介護予防特定施設入居者生活介護

給付費 57,661,000円 35,361,466円 61.3% 59,568,000円 29,490,644円 49.5% 29,597,000円 31,668,963円 107.0%

人数 720人 421人 58.5% 744人 346人 46.5% 336人 370人 110.1%

介護予防支援

給付費 40,428,000円 42,789,214円 105.8% 41,955,000円 46,530,918円 110.9% 52,022,000円 51,640,522円 99.3%

人数 8,256人 8,450人 102.3% 8,568人 9,207人 107.5% 10,164人 10,138人 99.7%

合計 278,164,000円 260,466,056円 93.6% 295,505,000円 268,853,901円 91.0% 291,951,000円 301,484,296円 103.3%
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③施設サービス 

 

 

●施設サービス費合計は前年度と比較して、約 8.3％増加している。 

 

 

④地域密着型サービス 

 
 
●地域密着型サービス費合計は前年度と比較して、約 4.1％増加している。 

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護が約 286.4％増加している。 

令和4年度
計画値

令和4年度
実績値

進捗率
令和5年度
計画値

令和5年度
実績値

進捗率
令和6年度
計画値

令和6年度
実績値

進捗率

介護老人福祉施設

給付費 1,377,914,000円 1,285,235,044円 93.3% 1,663,099,000円 1,290,037,328円 77.6% 1,306,972,000円 1,352,880,207円 103.5%

人数 5,016人 4,676人 93.2% 6,048人 4,559人 75.4% 4,536人 4,640人 102.3%

介護老人保健施設

給付費 1,023,580,000円 1,039,485,709円 101.6% 1,057,408,000円 1,010,942,629円 95.6% 1,000,115,000円 1,147,157,327円 114.7%

人数 3,360人 3,418人 101.7% 3,492人 3,300人 94.5% 3,204人 3,589人 112.0%

介護医療院

給付費 12,095,000円 18,152,765円 150.1% 12,095,000円 25,905,860円 - 22,547,000円 19,575,723円 86.8%

人数 36人 53人 147.2% 36人 71人 - 60人 57人 95.0%

介護療養型医療施設

給付費 3,788,000円 0円 0.0% 3,788,000円 0円 0.0% 0円 0円 -

人数 12人 0人 0.0% 12人 0人 0.0% 0人 0人 -

合計 2,417,377,000円 2,342,873,518円 96.9% 2,736,390,000円 2,326,885,817円 85.0% 2,329,634,000円 2,519,613,257円 108.2%

令和4年度
計画値

令和4年度
実績値

進捗率
令和5年度
計画値

令和5年度
実績値

進捗率
令和6年度
計画値

令和6年度
実績値

進捗率

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

給付費 3,232,000円 6,090,260円 188.4% 4,309,000円 4,861,666円 112.8% 8,548,000円 18,785,299円 219.8%

人数 36人 40人 111.1% 48人 41人 85.4% 60人 97人 161.7%

夜間対応型訪問介護

給付費 0円 0円 - 0円 0円 #DIV/0! 0円 0円 -

人数 0人 0人 - 0人 0人 #DIV/0! 0人 0人 -

認知症対応型通所介護

給付費 38,237,000円 47,591,883円 124.5% 39,160,000円 53,610,579円 136.9% 70,576,000円 44,914,467円 63.6%

回数 3,409回 4,344回 127.4% 3,510回 4,828回 137.5% 6,218回 3,917回 63.0%

人数 324人 460人 142.0% 336人 450人 133.9% 480人 436人 90.8%

小規模多機能型居宅介護

給付費 191,998,000円 153,099,212円 79.7% 231,871,000円 157,326,628円 67.9% 165,195,000円 157,783,239円 95.5%

人数 948人 704人 74.3% 1,164人 741人 63.7% 744人 693人 93.1%

認知症対応型共同生活介護

給付費 410,901,000円 350,562,654円 85.3% 440,229,000円 412,038,566円 93.6% 411,729,000円 439,062,413円 106.6%

人数 1,512人 1,311人 86.7% 1,620人 1,501人 92.7% 1,476人 1,577人 106.8%

地域密着型特定施設入居者生活介護

給付費 0円 0円 - 0円 0円 - 0円 0円 -

人数 0人 0人 - 0人 0人 - 0人 0人 -

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

給付費 96,882,000円 95,225,059円 98.3% 96,882,000円 99,741,453円 103.0% 105,811,000円 99,993,265円 94.5%

人数 348人 330人 94.8% 348人 341人 98.0% 348人 340人 97.7%

看護小規模多機能型居宅介護

給付費 36,985,000円 373,019円 1.0% 74,678,000円 0円 0.0% 0円 0円 -

人数 180人 2人 1.1% 360人 0人 0.0% 0人 0人 -

地域密着型通所介護

給付費 258,807,000円 296,131,629円 114.4% 263,595,000円 312,335,369円 118.5% 338,073,000円 318,401,814円 94.2%

回数 34,117回 40,410回 118.4% 34,912回 41,751回 119.6% 44,495回 43,232回 97.2%

人数 3,840人 4,860人 126.6% 3,936人 5,130人 130.3% 5,508人 5,369人 97.5%

介護予防認知症対応型通所介護

給付費 0円 0円 - 0円 0円 - 0円 0円 -

回数 0回 0回 - 0回 0回 - 0回 0回 -

人数 0人 0人 - 0人 0人 - 0人 0人 -

介護予防小規模多機能型居宅介護

給付費 3,956,000円 2,658,128円 67.2% 5,465,000円 2,960,851円 54.2% 2,311,000円 6,194,129円 268.0%

人数 60人 46人 76.7% 84人 48人 57.1% 36人 84人 233.3%

介護予防認知症対応型共同生活介護

給付費 0円 0円 - 0円 0円 - 0円 0円 -

人数 0人 0人 - 0人 0人 - 0人 0人 -

合計 1,040,998,000円 951,731,844円 91.4% 1,156,189,000円 1,042,875,112円 90.2% 1,102,243,000円 1,085,134,626円 98.4%
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⑤総合事業サービス（地域支援事業） 

 

 

●総合事業サービス費の合計は前年度と比較して、約 11.6%増加している。 

●前年度と比較して訪問型サービス費は約 7.9%、通所型サービス費は約 16.3%増加してい

る。 

 

令和4年度
計画値

令和4年度
実績値

進捗率
令和5年度
計画値

令和5年度
実績値

進捗率
令和6年度
計画値

令和6年度
実績値

進捗率

訪問型サービス（専門型）

サービス費 26,643,000円 21,740,150円 81.6% 27,340,000円 25,428,310円 93.0% 23,228,000円 30,508,952円 131.3%

人数 1,271人 999人 78.6% 1,311人 1,192人 90.9% 996人 1,356人 136.1%

訪問型サービス（緩和型）

サービス費 44,276,000円 45,651,602円 103.1% 45,437,000円 44,607,442円 98.2% 48,776,000円 45,075,193円 92.4%

人数 4,782人 4,399人 92.0% 4,934人 4,322人 87.6% 4,632人 4,345人 93.8%

訪問型サービス合計

給付費 70,919,000円 67,391,752円 95.0% 72,777,000円 70,035,752円 96.2% 72,004,000円 75,584,145円 105.0%

人数 6,053人 5,398人 89.2% 6,245人 5,514人 88.3% 5,628人 5,701人 101.3%

通所型サービス（専門型）

給付費 61,006,000円 67,080,678円 110.0% 62,654,000円 89,385,330円 142.7% 83,414,000円 107,012,618円 128.3%

人数 2,063人 2,250人 109.1% 2,112人 2,894人 137.0% 3,540人 3,522人 99.5%

通所型サービス（緩和型）

給付費 84,095,000円 70,346,127円 83.7% 86,385,330円 75,704,385円 87.6% 87,475,000円 85,057,286円 97.2%

人数 6,236人 4,883人 78.3% 6,381人 5,141人 80.6% 5,688人 5,014人 88.2%

通所型サービス（短期集中型）

給付費 88,000円 131,584円 149.5% 90,000円 0円 0.0% 0円 0円 -

人数 4人 4人 100.0% 4人 0人 0.0% 0人 0人 -

通所サービス合計

給付費 145,189,000円 137,558,389円 94.7% 149,129,330円 165,089,715円 110.7% 170,889,000円 192,069,904円 112.4%

人数 8,303人 7,137人 86.0% 8,497人 8,035人 94.6% 9,228人 8,536人 92.5%

介護予防ケアマネジメント

給付費 40,456,000円 39,663,011円 98.0% 40,621,000円 39,276,439円 96.7% 43,393,000円 38,693,375円 89.2%

合計 256,564,000円 244,613,152円 95.3% 262,527,330円 274,401,906円 104.5% 286,286,000円 306,347,424円 107.0%
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３．高齢化率・認定者数等の状況 

①総人口・高齢者数（各年度 9月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和 6年 9月末高齢者数の実績値と計画値の比較について 

 

（参考）令和 7年 3月末圏域（小学校区）ごとの高齢者数 

 　 総人口 65 歳以上人口 75 歳以上人口 高齢化率 後期高齢化率

  計画値(Ａ) 140,619 人 36,008 人 21,378 人 25.6％ 15.2％

 実績値(Ｂ) 139,450 人 35,640 人 21,375 人 25.6％ 15.3％

 (Ｂ)－(Ａ) ▲1,169 人 ▲368 人 ▲3人 0％ 0.1％

 
小学校区 包括

高齢者人口（65 歳以上） 

（A）（人）

包括別高齢者数 

（B）（人）
総人口（C）（人）

高齢化率 

（A/C）

 止々呂美

北部・西南

429　

7,107　

6,130　 7.00%　

 西南 3,603　 12,645　 28.49%　

 南 3,075　 9,797　 31.39%　

 西
西部

3,722　
6,638　

13,339　 27.90%　

 箕面 2,916　 10,119　 28.82%　

 北

中西部

1,949　

7,486　

6,026　 32.34%　

 中 2,720　 10,520　 25.86%　

 萱野 2,817　 11,124　 25.32%　

 萱野東

中東部

3,389　

8,014　

14,777　 22.93%　

 萱野北 1,818　 5,434　 33.46%　

 豊川南 2,807　 13,631　 20.59%　

 彩都の丘

東部

292　

6,547　

6,937　 4.21%　

 東 3,578　 10,287　 34.78%　

 豊川北 2,677　 9,173　 29.18%　

 合計　 35,792　 35,792　 139,939　 25.58%　
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②要支援・要介護認定者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和 6年 9月末認定者数の実績値と計画値の比較について 

 

●計画値と実績値を比較すると、要支援１、２及び要介護４、５が見込みを上回り、ほか

は見込みを下回った。 

 

 
　

事業 

対象者
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４要介護５ 合計

 計画値(Ａ) 304 891 1,069 1,463 1,088 875 782 575 7,047

 実績値(Ｂ) 168 931 1,101 1,428 1,084 858 786 598 6,954

 (Ｂ)-(Ａ) ▲136 40 32 ▲35 ▲4 ▲17 4 23 ▲93

332 298 279 168 

659 761 806 931 

860 929 995 1,101 

1,240 1,351 1,365 1,428 

1,049 
1,040 1,083 1,084 

791 
826 831 858 725 
729 748 

786 587 
554 566 

598 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

令和3年9月末 令和4年9月末 令和5年9月末 令和6年9月末

要支援・要介護認定者数、事業対象者数の推移

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

事業対象者

（人）
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③要介護度別認定率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和 6年 9月末認定率の実績値と計画値の比較について 

 

 

 

 

 

 

 

 

　
事業 

対象者

要支援 

１・２

要介護 

１・２

要介護 

３・４・５

要支援・要介護 

小計

要支援・要介護・

事業対象者 

小計

 計画値(Ａ) 0.8 5.4 7.0 6.1 18.4 19.3

 実績値(Ｂ) 0.5 5.6 6.9 6.2 18.8 19.3

 (Ｂ)-(Ａ) ▲0.3 0.2 ▲0.1 0.1 0.4 0

1.3 
0.9 0.9 0.8 0.8 0.5 

3.9 4.2 4.2 4.7 5.0 
5.6 

6.1 6.2 6.4 6.6 6.8 6.9 

5.4 5.8 5.8 5.8 5.9 6.2 

15.5
16.2 16.4 17.2 17.7

18.8 16.8
17.1 17.3

18.0 18.5 19.3 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 
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要介護度別認定率推移（各年度9月末）

事業対象者 要支援1・2

要介護1・2 要介護3・4・5

要支援・要介護認定者 要支援・要介護認定者+事業対象者


